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外部環境の
変化

　介護保険事業においては、軽介護度者の生活支援部分が報酬からのぞかれる議論が続き、訪問介護やデイサービスにおける減収が懸念される。一
方で、身体介護やリハビリ、中重度者向けの支援については増額の議論がされており、重大な既往歴のある利用者の支援体制の構築やＱＯＬの維持向
上をベースとしたＡＤＬ・ＩＡＤＬへの働きかけができる体制構築が求められる。養護老人ホームにおいては、外部サービス利用型での介護保険利用者へ
のサービス提供が深化するごとに、現場における介護施設化が進み、養護老人ホームに期待される自立支援機能やケースワークの専門機能が薄まっ
ている。介護度が増した時点で介護保険サービスに移行し、入居者は措置事業に集中することをマネジメントの基本的戦略に置くべきかと考えられる。
独居や社会又は個人的な阻害要因を有する対象者に対して、介護と措置と自費のバランスを整理し直し、自治体や保険者と協議しながら事業全体のバ
ランスを整え直す機会として捉えて経営戦略を構築する必要性を感じている。
　地域の状況としては、特別養護老人ホームの新規設置が増えたことに加え、民間企業などのサ高住が増え、1事業者当たりの入居待機者やショートス
テイなどの在宅サービスの利用対象者が激減しており、ご利用者の確保における集客活動の差別化や成約に結び付ける介護力の向上における差別化
が必須となってきている。

ビジョン

個人の自立を尊重し、その方にあった居場所の創出。選択のできる最良の居場所づくりの為の様々なサポート体制の構築。
地域の軽介護度者や介護療養病床で慢性期疾患を抱える社会的入院を続けている方と養護老人ホームにおいて状況が変化した入居者の方に対して、
「在宅復帰支援住宅（仮称）」を設け居場所を創る。
「在宅復帰支援住宅（仮称）」は、住宅セーフティネット法改定による「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給の促進に関する法律の一部を改正する
法律」に基づいて住宅支援法人等の制度を活用した準備を検討・推進する。
対象高齢者には、法人後見制度を活用して、財産管理や身上監護を実施していく。
中長期的なご利用者集客率・成約率の維持と向上を図り、経営基盤の安定化を目指す。
行政・関連機関・地域への発信・アプローチを行なう。

身元保証人がいなくても望む場所で生活できる。（法人後見）

科学的根拠に基づいた介護技術の学習と

実技検定による質の担保。

環境的要件が揃わず在宅復帰

できない方の安心できる住まいが確保される。

多様性のある居住者支援によって、制度の垣根を越えた

サービスの実現が図れ、制度の狭間で困窮する

人々の不安をケアできる

養護老人ホームから地域社会で暮らせる支援が受けられる

養護老人ホームを措置施設に集中化して、特定

サービスにおける介護施設化からの脱却を検討する

職員の再配置や育成を計画し、

中長期的な財政・財務規律を見直す

介護サービスにおける中長期的な稼働率

の維持向上環境が整う
軽介護度者からの集客力を向上し、在宅復帰

支援住宅は成約に至る為の医療・介護・障がい

を含めた総合支援事業者となる。

養護からの自立支援へ特化

総合相談の窓口

介護に限らず切れ目のない相談が出来る

災害時に特別避難場所となっている

緊急での受け入れ先となりうる（特養・短期）

報酬改定のみならず、今後の流れや

社会的ニーズを予測した事業運営

建物及び設備投資への財源算出

職員の成長とキャリアアップに対する取り組み

介護事業部門内異動の仕組みなど

職員の介護負担軽減に向けた取り組み、

働きやすい職場環境の構築

専門職を在宅復帰支援住宅における総合支援機能に移管して、障がい者向けの

相談支援事業所や法人後見人、居住支援などの諸制度の業務に割り当てる。

ケアワーク・ソーシャルワーク能力の向上

個別管理された研修計画の作成・運用

医療ニーズに対応できる職員の確保

要介護状態や医療的なケアが必要になっても地域で在宅生活が出来る

パーソンセンタードケアの確立

医療依存度受け入れの為のスキルアップ

地域包括ケアにおけるネットワークの構築

感性・知識・技術を兼ね備えた専門職の育成


